
国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

北海道運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

東北運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

北陸信越運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

関東運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

中部運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

近畿運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

中国運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

四国運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

九州運輸局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。



国自旅第１７０号

平成１８年９月２５日

沖縄総合事務局長 殿

自動車交通局長

福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金

について

今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨

の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については 「一般乗用旅客自動車、

運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて （平成１８年９月２５日」

付け国自旅第１６９号。以下「限定許可等通達」という ）をもって通達したところ。

であるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のと

おり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金につ

いて設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運

（ ）」賃料金の認可の処理方針について 平成１３年１０月２６日付け国自旅第１０１号

によるところの審査基準（以下「審査基準」という ）の弾力的な取扱いを行うこと。

としたので、各地方運輸局（沖縄総合事務局を含む ）においては、その趣旨を十分。

理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行

うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉

輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。

記

一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス（限定許可等通達に規定す

る福祉輸送サービスをいう。以下同じ ）に係る運賃及び料金として、福祉輸送サー。

ビス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審

査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。

Ⅰ．福祉輸送サービスに係る運賃の種類等

福祉輸送サービスに係る運賃及び料金（以下「福祉輸送運賃」という ）の種類。


